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建築基準法第５１条ただし書の規定に基づく一般廃棄物処理施設の位置について 

 

建築基準法抜粋 

第五十一条 都市計画区域内においては、卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物

処理場、ごみ焼却場その他政令で定める処理施設の用途に供する建築物は、都

市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなければ、新築し、又は

増築してはならない。ただし、特定行政庁が都道府県都市計画審議会(その敷地

の位置を都市計画に定めるべき者が市町村であり、かつ、その敷地が所在する

市町村に市町村都市計画審議会が置かれている場合にあつては、当該市町村都

市計画審議会)の議を経てその敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可

した場合又は政令で定める規模の範囲内において新築し、若しくは増築する場

合においては、この限りでない。 
 
株式会社加藤商事の許可申請の理由 

 現在、(公財)日本容器包装リサイクル協会の登録事業者として、ペットボトル

や容器包装プラスチックの再生処理を行い、あわせて産業廃棄物としての廃プ

ラスチックの再生処理も実施しています。 
 本年(令和 4 年)4 月 1 日に「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法

律」が施行され、製品の設計から廃棄物処理まで、プラスチックの商流すべて

における資源循環等の取組への促進が求められています。そのような中、弊社

なりに今後のプラスチックリサイクルの展望を考慮すると、市町村からのプラ

スチックの処理委託が増加し、既存施設の処理能力では対応しきれないことが

予想されます。また、(公財)日本容器包装リサイクル協会からも処理能力の増強

要請をいただいております。 
多様化する社会的、法的需要に応えるべく、このたび新工場を建設し、新し

い処理施設(圧縮梱包機、破砕機及び溶融機)を設置し、容器包装プラスチックや

製品プラスチックの高度なマテリアルリサイクルを実施することを計画いたし

ました。 
 
処理能力 ： 134.25ｔ／日 

 
許可申請から建築許可に係る都市計画審議会開催時スケジュール 

 令 和 ４ 年 6 月  8 日 (株)加藤商事から東京都へ許可申請書提出 
 令和４年 6 月 13 日 東京都多摩建築指導事務所から瑞穂町へ意見照会 
 令和４年 9 月 20 日 瑞穂町都市計画審議会開催及び諮問 
 令和４年 9 月 21 日 瑞穂町都市計画審議会会長から答申(予定) 
 令和４年 10 月 初旬 瑞穂町から東京都多摩建築指導事務所へ意見照会

に対する回答(予定) 
令和 4 年 10 月下旬から 11 月初旬 建築許可(予定) 


